
 

 

 

 

 

 

 第１部 平成21年度の事業概況  
 

 

Ⅰ．自賠責保険 

Ⅱ．政府保障事業 

Ⅲ．任意自動車保険 

 

 

※ お詫び 

「Ⅲ．任意自動車保険」につきましては、データに誤りがありましたため、現在、

掲載を一部控えさせていただいております。差替え準備が整い次第、本ファイル

に掲載させていただきます。 

大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
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Ⅲ． 任意自動車保険 

 

１．収支関係 

（１）収入保険料 

平成 21 年度の任意自動車保険の収入保険料は、第 30 図のとおり 3 兆 1,202 億円となってお

り、前年度に比べ 1,300 億円（4.0％）の減少となりました。⇒第 12 表（72 ページ）参照 

 

第 30 図  収入保険料と増減率の推移 
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（２）支払保険金 
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（３）契約状況 

任意自動車保険における主な契約引受状況は、次のとおりです。 

 

① 年齢条件別の契約状況 

年齢条件とは、保険金支払の条件として被保険自動車の運転者の年齢を設定したものをいい、

例えば「21 歳未満不担保」とした場合は、原則として運転者が 21 歳以上の場合にのみ保険金

が支払われます。従来、年齢条件は「年齢を問わず担保」、「21 歳未満不担保」、「26 歳未満不担

保」、「30 歳未満不担保」の 4つの区分となっていましたが、自由化以降、これらにあてはまら

ない「35 歳未満不担保」等の年齢条件の区分（第 32 図では「その他」として集計しています。）

を持つ商品が導入されました。平成 21 年度においては、第 32 図のとおり、「その他」の構成比

は全体の 45.8％となっています。⇒第 22 表（93 ページ）参照 

 

 

第 32 図  年齢条件別契約台数構成比〈平成 21 年度〉 

（単位：％）
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（注）（ ）内は平成 20 年度の構成比です。 

 

② 対人賠償責任保険の保険金額別契約状況 

平成21年度の対人賠償責任保険の保険金額別契約台数構成比は、第33図のとおり、「無制限」

の構成比が全体の 99.1％を占めています。⇒第 20 表（89 ページ）参照 

 

 

第 33 図  対人賠償責任保険 保険金額別契約台数構成比〈平成 21 年度〉 
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（注）（ ）内は平成 20 年度の構成比です。 
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③ 対物賠償責任保険の保険金額別契約状況 

平成21年度の対物賠償責任保険の保険金額別契約台数構成比は、第34図のとおり、「無制限」

の構成比が全体の 86.0％を占めており、年々増加しています。⇒第 21 表（91 ページ）参照 

 

第 34 図  対物賠償責任保険 保険金額別契約台数構成比の推移 
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２．保険金支払関係 

 

（１）保険金の支払状況 

① 担保種目別の平均支払保険金 
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② 担保種目別の事故類型別支払状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対人賠償責任保険の現況 

① 対人賠償責任保険の保険金種類別支払状況 
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② 一括払制度 

自動車事故の対人賠償責任をカバーする保険は、自賠責保険とこれを補完する任意自動車保

険における対人賠償責任保険の 2つがあります。 

このように対人賠償事故に関する保険が二本建ての構造となっているなかでは、請求者はそ

れぞれの保険に対して保険金などを請求しなければならないといった二重手間の問題があり、

さらに、自賠責保険の保険金支払額が確定しなければ対人賠償責任保険の保険金支払額を決定

することができないという構造的な問題などがあります。そこで、これを改善し保険金支払の

簡便化・迅速化を図り被害者救済に資するため、昭和 48 年 8 月より任意自動車保険と自賠責保

険の一括払制度が導入されています。本制度は、任意自動車保険会社が被害者に対して、自賠 

責保険から支払われる保険金部分も含めて一括して支払うものです。 

 

③ 対人賠償責任保険における死亡事故賠償額構成比 

平成 21 年度の対人賠償責任保険における死亡事故賠償額（注）の構成比は、第 38 図のとおり

となっており、これによれば 5,000 万円超の賠償額事案はおよそ 2割を占めています。 

 

（注） 「賠償額」とは、加害者（被保険者）が被害者（損害賠償請求権者）に対して負担する法律上の損害

賠償責任の額で、対人賠償責任保険支払額の他、自賠責保険支払額、加害者が被害者に対して既に支

払った損害賠償金の額（弁済金）等を含みます。 

 

 

第 38 図  対人賠償責任保険 死亡事故賠償額構成比〈平成 21 年度〉 
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④ 対人賠償責任保険における保険金内払実施状況 

平成 21 年度における内払の実施状況は、第 39 図のとおり、対人賠償責任保険で保険金の支

払があった事案のうち、95.6％となっています。 

このことから、最終的に自動車事故についての解決が行われるまでの間、被害者などの便宜

を図るために内払が利用されているものと考えられます。 

 

第 39 図  対人賠償責任保険 内払実施状況の推移 
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（３）搭乗者傷害保険の現況 

① 搭乗者傷害保険の保険金種類別支払状況 
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（４）対物賠償責任保険および車両保険の現況 

平成 21 年度の対物賠償責任保険における保険金支払件数は 268 万件、支払保険金は 6,394

億円、車両保険における保険金支払件数は 319 万件、支払保険金は 7,304 億円となっていま

す。⇒第 13 表（73 ページ）参照 

 

① 車両保険の事故形態別支払状況 

  

差替準備中 
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② 修理費費目別構成比 

事故の被害物については、車両保険はもちろん、対物賠償責任保険においてもほとんどが自

動車の損害となっています。また、自動車の損害のほとんどが分損であり、その支払保険金の

大半は、いずれの担保種目においても「修理費」（注）が占めています。したがって、対物賠償責

任保険および車両保険の支払保険金の傾向を評価するためには、この修理費を構成している部

品費・工賃・塗装費の動向に関する調査・分析が重要となります。 

平成 21 年度における修理費全体に占める各費目の割合は、第 43 図のとおり、部品費の割合

が対物賠償責任保険において 51.7％、車両保険において 53.2％を占めており、部品費の動向

が修理費全体の動向に最も大きな影響を与えているといえます。 

（注） 修理費とは認定損害額ベースの金額であり、この金額には過失相殺や免責等は考慮されません。 

 

第 43 図  １台当たり修理費費目別金額および構成比〈平成 21 年度〉 
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